


不動産業界で、
デジタルとアナログの融合を
目指す不動産会社。

アメリカの富裕層の考えに納得。
帰国後に、不動産投資をスタート。

留学から起業へ。
大きく人生が変わったアメリカでの生活。

　その後、大手不動産ベンチャーである「ソニー不動産」に
入社され、不動産実務からお茶の出し方まで叩き込まれたと
いう井神氏。入社後すぐに上場準備に入ったこともあり、一
般企業から上場企業に変わっていく様を見て、心底ワクワク
されたのだそうです。
　そのような経験を経て、香港のスカイ100で行われたベン
チャーピッチのイベントに参加。香港の街で仕事のパートナー
となる劉景宇さんとの出会いを果たされます。「劉は街中のポ
ップアップストアで働いていた、笑顔が印象的な青年。話を
聞いてみると、本来はＳＥをやっているけれども、忙しさから
少し疲れてしまい、知り合いのお店を手伝っているということ
だったんです。大阪市内に投資物件を所有していることも分
かり、意気投合。次第に劉と協業したいと考えるようになり、
私から話を持ちかけました」。
　劉さんからOKの返事をもらうと、大手デベロッパー出身
の女性エージェントも加えて、2017年6月に創業。ＩＴ企業の
最前線で活躍されてきた劉さんには、セキュリティ面を加味し
たシステム担当として入ってもらうことになりました。
　「私は原則出社ですが、彼はカナダの自宅、大阪で働く社
員も通常はリモートで仕事をしています。今日はお気に入りの
カフェ、明日は自宅など、その日にやりやすい場所で仕事を
することで、効率よく業務をこなせると思っています」。

　こうして働く場所は自由としてはいるものの、セキュリティ
面でのルールや対策は徹底。その体制ができていないのであ
ればおすすめはしないと言い切ります。その理由として、「不
動産業はたくさんの個人情報を扱う業種でもあります。例え
ば、カフェで仕事をするのであれば、角に座ること、後ろから
ＰＣの画面が見られないことが必須。スマートフォンからクラウ
ドにアクセスしてデータをチェックすることもありますが、それ
は劉がしっかりとしたセキュリティシステムを構築してくれたか
らできることなんです」と教えてくださいました。
　また、不動産業界のＩＴ化についてお尋ねすると、完全なＩＴ
化は難しいのではとのこと。相続や売却などはまだまだ高齢
者が多いという点、不動産はそれぞれが唯一無二のものなの
で、現場を見ないと正確な査定額は出せないということなど

が理由。ＡＩ査定も導入されていますが、大阪用にアレンジが
必要で、デジタルとアナログの融合がポイントになってくると
のことでした。

　人材育成や社内の風通しのよさにも注力し、ご自身の成功
談・失敗談を社員と共有されています。企業のトップがカミン
グアウトすることで、社員も包み隠さず話してくれるようにな
るからだそうです。セミナー受講の促進、報酬はしっかり支
払う、休める時は休むなど、従業員のパフォーマンスが十分
に発揮できるように配慮。また、仲介はその業績に波がある
ことは仕方ないと、目の前のことしか見えなくなるようなノル
マは設定せず、社員の仕事ぶりを認めてもらい、口コミで拡
大を続けていらっしゃいます。
　次のステップとしては、より便利なサービスを開発し、提供
していきたいとのこと。現在独自サービスとしてリリ ー ス予
定なのは、「5年間の住宅保証付き仲介」。不動産仲介会社
が保険料を負担するというもので、安心を提供するとともに
他社との差別化をはかっていくのが狙いです。
「とにかく人材」とおっしゃる井神氏は、自分のやり方を社員
にも実行して広めてもらうことで、お客様に受け入れられるの
か検証したいと語ります。「メールの文章や伝え方などについ
ても、結構細かく指導しています。広告をバンバン打つわけ
ではないので、地道なやり方かもしれません。でも、エージェ
ントとしての魅力を上げ、信頼を得ることで仕事が継続してい
くと思っています。着実に会社を大きくしていきたいです」と、
力強く話してくださいました。

顧客、従業者満足度の高い企業を目指して。
新たなサービス案件も進行中。

大手ベンチャー企業での経験を経て、
大好きな仲間と起業。

ＩＴ化を進めるに当たっては、
セキュリティ面の徹底が重要。

■会社DATA

ポテンシャルプロジェクト株式会社 大阪市西区

ポテンシャルプロジェクト株式会社
代表取締役　井神　寿
大阪市西区北堀江１丁目3－20 ANNEX 6F
事業内容：不動産の売買・賃貸・仲介・管理
https://ppcl.co.jp/

「日本語ではポテンシャルは『潜在的な力を持
つ』、プロジェクトは『事業』という意味。既存
の事業に対し、潜在的な力（自身のアイデアと
周りの人間の協力にテクノロジーの力を加えた
もの）により永続的な事業を構築したいとの思
いが込められています」と、社名の由来を明か
してくださった井神代表取締役。西支部評議員
も務めていらっしゃいます。

　大学卒業後に渡米したことがきっかけで、大きく人生が変わったという
井神寿代表取締役。アメリカでは、コレクター向けの商品をＷＥＢで販売
する会社を立ち上げ、約10年間を過ごされました。帰国後は不動産投資を
経て、不動産会社を起業。今回は、アメリカでの仕事や生活、起業に至った
経緯、不動産会社として大切にしていることなどを語っていただきました。

　「大学卒業後、アメリカで追求したいことがあったこと、今
後の人生を考えて第二外国語を学んでおきたいという思いが
あって、2001年１月から留学することにしました」と井神氏。
「もともとスニーカーの収集家だったのですが、とある集まり
でその話をしたところ、たまたま参加していた大手スポーツ
メーカーの重役の耳に入ったんです。その重役の紹介でレア
なスニーカーが仕入れられるようになり、ＷＥＢでの販売をス
タートしました。毎週実業家が集まるパーティ―にも呼んでい
ただけるようになり、人脈が広がっていったんです」と、起
業目的の渡米ではなかった井神氏でしたが、導かれるように
ＷＥＢ販売で業績を伸ばしていかれることになります。
「最初は個人でやっていました。ところが2001年9月に起き
た『アメリカ同時多発テロ』がきっかけで、外国人である私
はビザの更新が難しくなってしまいました。まだ帰国したくな
いという気持ちがあって何か良い方法はないかと弁護士に相
談したところ、起業してオーナーになり、そこからビザを出す
という方法があると教えてもらいました。でも、そこで資金不
足という問題が発生します。日本で事業をしている父に国際
電話をかけて支援をお願いしたところ、“お金が足りないなら
無理ということ。帰ってこい”と言われてしまったんです。

しかし、いよいよまずい・・・となった段階で、父と私が電話
で何やら話していたことを知っていた母から電話が入りまし
た。事情を話すと“お金があればまだアメリカにいられるのね”
と理解を示してくれ、母からお金を借りて起業、そして在留す
ることができました。このことで、遠い外国の地にいながら、
両親それぞれの愛情を感じることができたように思います」と
当時を振り返ってくださいました。

　事業は順調。しかし起業して10年を迎えたころに帰国を決
意されます。「父が余命半年と宣告されました。最期に立ち会
えないというのは私の本意ではありませんでしたので、事業
を譲渡し帰国の途につきました。アメリカでは比較的裕福な
方と接する機会が多かったのですが、皆さん不動産と株の両
方で資産を増やしていると教えてくださっていました。そこで
私も投資に興味を持ち、帰国後はさまざまな投資についての
学習に励んだんです。いろいろと話を聞いていると自分には
不動産投資が合っているなと思うようになり、大阪市内で三
方道路に面している2階建ての戸建てを購入することにしまし
た。この物件は今でも所有していて、おかげさまで安定した
経営を続けています」。
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今月の活躍会員のご紹介
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   information

●レインズシステムＱ＆Ａ
　レインズコールセンターへ多くお問い合わせいただいております事例についてご案内いたします。

　【物件検索（近畿以外の物件）】
　Ｑ．レインズ利用料の精算から請求の流れについて教えてください。

　Ａ．昨日までに発生している利用料や請求履歴は、IP型システムにログイン後、Myレインズの「精算履歴照会」
　　　でご確認いただけます。

　◆利用料の精算が発生するタイミングについて
　・毎月末締めで自動的に精算され、「累計額が3,000円以上」または「前回の請求から３ヶ月以上経過し、累計
　　額が300円以上」のいずれかの条件を満たすと自動的に請求されます。（条件を満たさない場合は次月に繰り
　　越されます。）

　◆請求について
　・コンビニ払いの場合は、翌月５日～ 10日頃に払込票ハガキが郵送されますので最寄りのコンビニで速やか
　　にお支払いください。（払込票は当月末まで有効です。期限を過ぎるとコンビニで使用できなくなりますの
　　でご注意ください。）

　・口座振替の場合は、翌月23日（土日祝の場合は翌営業日）に引き落とされます。

　※最新の利用料金設定については流通機構ホームページにてご確認ください。

近畿レインズ  ：  http://www.member.kinkireins.or.jp/

1-2 …  特集　今月の活躍会員のご紹介

3 …  information

4-6 …  業界の「いま」を知る　
大阪宅建☆ハイライト

5 … 名探偵たくっちVol.32　
～鏡うつし絵さがしの謎～

7-8 … 令和４年度
第１回不動産業務研修会のご案内

9 … 苦情申出処理報告書・苦情解決申出
処理集計表・相談受付件数

10 … 宅地建物取引業人権推進員「養成講座」
のご案内

11-12 … 不動産の表示に関する公正競争規約
及び同施行規則の改正について

13-15 … 不動産取引Q&A 
～たくっちの実務ノート～

15 … 会員業者限定
弁護士による無料法律相談

16 … TAKTAS.加盟キャンペーン

17 …（取引士センター）講演録出版のご案内

裏表紙 … 令和４年　支部総会を開催しました
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   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト

第１回理事会・幹事会合同会議　報告　　　
【会議】
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
第１回理事会･幹事会合同会議

【審議事項】
◆令和３年度２団体事業報告並びに宅建協会・事業

監査報告に関する件
　原案どおり承認
◆令和３年度２団体決算報告並びに宅建協会・会計

監査報告及び保証協会・監査報告に関する件
　原案どおり承認
◆令和４・５年度理事・監事及び幹事・監査候補に

関する件
　原案どおり承認　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

【日時／形式】
４月28日（木）15時30分～
大阪府宅建会館２階会議室
並びにWeb会議「Zoom」

◆宅建協会・代議員総会開催に関する件
　原案どおり承認

【報告事項】
◇新入会員承認
◇廃業等による会員資格喪失者
◇行政処分（免許取消）による会員資格喪失者
◇保証協会・本部総会議事日程
◇選挙管理委員会報告
◇空家の利活用支援の取組み
◇各委員会報告

       宅地建物取引士資格試験対策講座が開講しました       宅地建物取引士資格試験対策講座が開講しました
　４月５日（火）、今年度の宅地建物取引士資格試験
対策講座が、大阪府宅建会館２階及びZoomによる
ライブ配信にて開講しました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
昨年同様、会場収容定員の50％となる通学コース生
とリアルタイムのZoom講義を受講する通信コース
生の計165名が、宅建試験合格を目指し、勉強をス

タートさせました。
　同講座は、毎週火曜日と金曜日の18時30分から
20時40分まで行われ、10月４日までの全48回の日
程で実施されます。
　大阪宅建協会は、（株）東京リーガルマインドと連
携し、安心・安全を確保した受講体制により、宅建
試験合格を力強くサポートしていきます。
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2022堺ブルースフェスティバルが開催されました
　４月30日（土）・５月１日（日）の２日間、堺市Mina
さかい（堺市役所前）、堺東駅前周辺協力店舗会場等
において、2022堺ブルースフェスティバルが開催さ
れました。
　今回で７回目の開催となる同フェスティバルは、
コロナ禍の影響により３年振りの開催となりました。
　音楽を通じて、地域の商業・産業の活性化を目的

とし、経済効果につなげる事を目指すとともに、音
楽アーティストの発表の場を提供されています。
　大阪宅建協会では、会場にブースを設置し、不動
産無料一般相談や来場記念ノベルティの配布を行い
ました。バンドマンたちの熱い演奏に合わせ、「たく
っち」も登場し、会場を盛り上げていました。

名探偵たく
っちV

ol.32

名探偵探偵探 たくっ
ちVoVoV

l.32 プレゼントをリニューアル！

プレゼント

（一社）大阪府宅地建物取引業協会「名探偵たくっち」係
ＦＡＸ：06-6809-4462
Webフォーム：https://forms.gle/SK7AAYWxBN7M2HH68
2022年6月23日（木）23:59受付分まで有効とし、商品の発送を
もって当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。

正解者の中から抽選で2名様に、「JCBギフトカード5，000円分」をプレゼントします。パズルの解答・会社名・
氏名・郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはWebフォームで右記宛先までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会 社 名

Webフォームはこちら

解答

見本の絵を正面から鏡に映すと、どのように見えるでしょうか？
正しいものを①～③から選び、番号で答えてください。Q.

① ② ③ 見本

Ａ
前回の答え

Ａ B C

タ ケ ノ
D

コ

見本

リニューアルリニューアルリニューアル！！

見本の絵を正面から鏡に映すと、どのように見えるでしょうか？
正しいものを①～③から選び、番号で答えてください。
見本の絵を正面から鏡に映すと、どのように見えるでしょうか？

JCB
ギフトカードを
2名に進呈
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新入会員（2022年３月度）　
支　部 商　号 氏　名 免許番号
新大阪 ㈱BRANCH 小 枝 　 真 二 ①63349

北

ブリックスジャパン㈱ 橋 本 　 武 二 ①63363
㈱大林アセットマネジメント 大 林 　 徹 ①63150
アースホールディングス㈱ 王 　 育 才 ①63354
㈱アクセス鑑定 松 永 　 明 ①63370
㈱EntReaL 濱 田 　 直 人 ①63318
菊谷㈱ 緒 方 　 勇 ①63327

中央

㈱キリ 暁 　 キ リ ①63362
德利商事㈱ 曲 　 德 利 ①63339
㈱トリオンインベストメント 唐 　 清 泓 ①63385
㈱A getwell&co. 宮 部 　 雅 行 ①63355
㈱LIKE 髙 橋 　 俊 勝 ①63411
（同）One step 渡 邉 　 健 人 ①63422
結㈱ 栗 山　 奈 津 紀 ①63409

西
三太㈱ 元 好 　 進 ①63457
㈱INGRAM  INC 村 田 　 充 弘 ①63403
㈱ベイハウス 秦 　 美 智 子 ①63435
ones㈱ 江 川 　 聡 ①63427

なにわ南 ㈱凡 大 岡 　 康 泰 ①63431
なにわ京阪 城東不動産流通㈱ 北 村 　 高 広 ①63428

MYホーム 日 山 　 祐 次 ①63458
北摂 吉武行政書士事務所 吉 武 　 利 雄 ①63389

㈱KN不動産 久 賀 田　 康 太 ①63419
北大阪 ㈱AZ企画 岩 元 　 幸 二 ①63416

㈱HAJIKEYA 中 井 　 隼 斗 ①63426

京阪河内
㈱キャッツ・パジャマ 野 村 　 健 二 ①63478
㈱山三管理 山 本 　 清 隆 ①63441
㈱エスライン 砂 森 　 広 樹 ①63414

東大阪八尾 ㈱GARTEN 金 村 　 泰 弘 ①63438
㈱イエタテヨ 田 淵 　 正 雄 ①63312

南大阪 ㈱総合企画新栄 樫 田 　 越 子 ①63421

堺市
㈱オーシーピー 大 里 　 公 平 ①63413
㈱platinum 石 川 　 猛 ①63311
井上不動産 井 上 　 剛 ①63381
㈱MILLOR 武 田　 新 太 郎 ①63388

泉州
フォウベイビーズ不動産 北 海 　 貴 嗣 ①63423
FUCHSIA㈱ 建 部 　 弘 子 ①63417
榎並不動産 榎 並 　 克 徳 ①63371

・2022年３月入会時点の情報です。
・2022年３月末現在の会員数は　正会員8,357名　準Ａ　643名　準Ｂ　5,282名

※最新の会員情報は、大阪宅建Webサイトの会員検索よりご確認ください。
　「商号」もしくは「氏名」により、キーワード検索を行ってください。
　　　　　　　         　　　　        大阪宅建Web会員検索トップページ→
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この研修会は会員の更なる資質向上のために行う、大阪宅建協会研修規程に定められた受講
義務のある実務研修会です。

研 修 会 形 式  ：  Web研修　（Web動画配信による研修会）　【全体約137分】

 【研修の目的】      
年々変わる税制は、不動産取引の中において密接に
関係し、事業者として知っておかなければならない
重要な事項となります。そのため、令和４年度にお
ける最新税制について税理士がわかりやすく解説い
たします。

①住宅ローン控除 （約16分）
・住宅ローン控除の改正
②住宅取得等資金贈与・不動産にかかわる税金
 （約28分）
・所得税額特別控除・固定資産税額調整措置等
・不動産登記に係る登録免許税
③法人税・所得税・相続税 （約15分）
・各税制に関する見直し等について
④消費税・納税環境整備 （約17分）
・インボイス制度について
・電子取引の取引情報電磁的記録の保存について

【研修の目的】     
不動産取引において対象不動産で「人の死」が生じた
場合、この事実調査や告知に関する判断基準がなく
事業者によって異なる対応となっていました。今回、
制定されたガイドラインのポイントとなる部分を、
弁護士がわかりやすく解説いたします。

①ガイドライン制定の背景 （約19分）
・「人の死」が不動産取引に与える影響
②ガイドラインの範囲 （約６分）
・心理的瑕疵全般やオフィスの場合
③宅地建物取引業法上の調査義務 （約14分）
・宅地建物取引業者としての助言すべきこと
④宅地建物取引業法上の説明告知義務 （約22分）
・ガイドラインの告知ポイントに関するまとめ

●動画視聴期間／令和４年６月６日（月）午前０時～７月８日（金）午後11時59分（※）
●受 講 方 法／大阪宅建協会Webサイト（https://www.osaka-takken.or.jp/）の会員ページより
　　　　　　　　Web研修サイトにログインして研修動画を視聴（確認テスト回答で受講完了）
●受 講 料／会員（正会員・準会員Ａ・準会員Ｂ・会員業者にお勤めの従業者）は無料

[ 主催 ] （一社）大阪府宅地建物取引業協会 
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部

令和４年度税制改正
～大きく変わる！
　住宅ローン控除・住宅取得等資金贈与～

第１部　 「宅地建物取引業者による人の死の
告知に関するガイドライン」の解説第２部　

※研修動画を視聴しないと確認テストへ進めません。（初回視聴時は早送り不可）
　期間を過ぎますと自動的に期間外画面になり、確認テストに回答できなくなります。
※研修期間終了間際は回線が混み合う可能性があります。
※パソコン故障やインターネット回線不具合による受講ミスのないように、余裕をもって受講完了して下さい。
※平成30年４月から、宅建業法違反会員に対する処分を審議する際に、不動産業務研修会未受講者は、処分を

加重することとなりました。具体的には、過去３年間に60％以上の受講率がない場合に処分を加重します。

インターネット環境のない会員・会員以外 ： 研修動画上映会へ出席（確認テスト有）  
研修動画上映会申込書を所属支部にFAXして下さい。

全宅連のWebサイトより研修動画を視聴されても
大阪宅建の受講履歴がつきません。
必ず大阪宅建協会Webサイトよりご視聴下さい。

     令和４年度  第１回  不動産業務研修会
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※ご所属の支部にFAXしてください。ご受講いただけない場合のみ、所属支部からご連絡します。

研修動画上映会申込書

受講理由に○をつけてください。　 受講日 ７月１日（金）

所属支部

 商号または名称

 出席者

 （区　分）　    正会員   　   準Ａ   　   準Ｂ   　   従業員

 TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX：

会員ページ用のユーザー名とパスワードが必要です。
(わからない場合は所属支部へお問合せください)

〔会員ページへ〕
①トップページ右上の“会員ページ”ボタンを押す。
②ユーザー名とパスワードを入力してOKボタンを押す。

  

〔Web研修サイトへ〕
①会員のページの“Web研修サイト”のボタンを押す。
②Web研修サイトでは、受講する人の選択が必要です。
　正会員、準会員A、準会員B、その他従業員の中で該当

するものを選択して“ログイン”ボタンを押してくださ
い。

　（研修受講者区分がわからない場合は、所属支部へお問
い合わせください）

理 由 〔 インターネット環境なし・パソコン等故障・業務上の都合・その他（   　　　　　　　　　）〕

大阪宅建協会Webサイト　https://www.osaka-takken.or.jp/

研修動画上映会

Web研修受講方法

研修動画上映会

Web研修受講方法

日時：令和４年７月１日（金）
　　　　13：30 ～ 16：00　終了予定 （13：00～受付）
会場：大阪府宅建会館　２階会議室（大阪市中央区船越町２－２－１）
内容：①Web研修についての説明　　②研修動画上映　　③確認テストとアンケート記入
定員：50名
　　　※ご都合が合わない場合は、本部までご相談ください。
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   苦情申出処理報告書・苦情解決申出処理集計表・本部相談受付件数

令和３年度　苦情解決申出処理等に関する内訳 中央本部へ弁済移管済み案件の内
当年度　中央本部　審査結果分

①
前
月
末
未
解
決 

　
件
数

②
当
月
苦
情
解
決      

　
申
出
受
付
件
数

申出内容 ③
当
月
処
理
件
数

処理結果 当
月
中
央
本
部

審
査
件
数

審査結果
支
払
済
金
員
の

返
還
請
求
に
関

す
る
苦
情

会
員
に
対
す
る

支
払･

減
額
請
求

に
関
す
る
苦
情

損
害
賠
償
に

関
す
る
苦
情

物
件
に

関
す
る
苦
情

会
員
か
ら
の

支
払
請
求
に

関
す
る
苦
情

そ
の
他

解
決

弁
済
移
管

弁
済
枠
無

撤
回

認
証
拒
否

認
証

認
証
金
額

4月 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5月 9 7 2 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6月 15 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
7月 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9,940,709
8月 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9月 15 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 4,829,983
10月 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 14 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月 16 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
1月 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 15 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3月 15 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0
計 16 5 3 7 0 1 0 11 2 8 0 1 4 2 2 14,770,692

※①＋②－③＝翌月①　※中央本部の審査件数は前年度以前に認証申出されたものを含む。

苦情申出処理　および　中央本部審査結果　報告書 苦情弁済委員会 　   令和４年３月31日現在

苦情解決申出処理案件内容集計表 令和４年３月31日現在

　項　　　　　目 内　　　　　　容 件　数 小　計

①支払済金員の
　返還請求に関する
　苦情

1　会員の履行遅滞、契約不履行、不完全履行  
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限を起因とする契約解除   
3　ローン不成立に関する契約解除
4　クーリング・オフによる解除
5　契約不成立、合意解除     
6　過払い金の返還請求
7　その他

2
0
1
0
0
0
0

3

②会員に対する
　支払・減額請求
　に関する苦情

1　売買代金・預り金等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行
2　瑕疵、数量、構造等による問題
3　その他

2
0
0

2

③損害賠償に
　関する苦情

1　契約解除に伴う手付倍返し、違約金等に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造に関する問題
3　会員の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に基づく損害賠償請求
4　抵当権抹消費用の支払請求
5　その他 

2
3
1
0
0

6

④物件に関する
　苦情

1　引渡等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造、施設に関する問題
3　抵当権の抹消請求 
4　その他 

0
0
0
0

0

⑤会員からの
　支払請求に
　関する苦情

1　解約による違約金・損害賠償等の請求に関する問題 
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限に関する問題 
3　手数料に関する問題
4　諸費用に関する問題
5　その他 

0
0
0
0
0

0

⑥その他 1　その他 0 0
合　　　　　　　　　　計 　　11

相
談
内
容
　
　

　　   
　

①
業
者
に
関
す
る

　
相
談

②
契
約
に
関
す
る

　
相
談

③
物
件
に
関
す
る

　
相
談

④
報
酬
に
関
す
る

　
相
談

⑤
借
地
借
家
に

　
関
す
る
相
談

⑥
手
付
金
に
関
す
る

　
相
談

⑦
税
金
に
関
す
る

　
相
談

⑧
ロ
ー
ン
等
に

　
関
す
る
相
談

⑨
登
記
に
関
す
る

　
相
談

⑩
業
法
・
民
法
に

　
関
す
る
相
談

⑪
建
築（
建
基
法
含
）

　
に
関
す
る
相
談

⑫
価
格
等
に
関
す
る

　
相
談

⑬
国
土
法
・
都
計
法

　
等
に
関
す
る
相
談

⑭
そ
の
他 計

４月 3 （0） 43 （8） 9 （4） 7 （3） 54（11） 0 （0） 4 （3） 0 （0） 3 （1） 99（92） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 3 （2） 225（124）

５月 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0）

６月 2 （1） 28 （5） 2 （1） 2 （1） 25 （6） 0 （0） 2 （2） 0 （0） 0 （0） 36（29） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 97 （45）

７月 0 （0） 51 （5） 2 （0） 13 （2） 66（12） 2 （1） 1 （1） 0 （0） 1 （0） 118（113） 1 （0） 2 （0） 0 （0） 0 （0） 257（134）

８月 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0）

９月 2 （0） 26 （0） 3 （0） 5 （0） 29 （0） 1 （0） 0 （0） 0 （0） 1 （0） 6 （0） 2 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 75 （0）

10月 1 （0） 54 （4） 6 （1） 14（12） 60 （7） 1 （1） 2 （2） 0 （0） 0 （0） 100（83） 4 （0） 1 （0） 0 （0） 0 （0） 243（110）

11月 2 （0） 42 （3） 7 （2） 10 （7） 69 （8） 3 （3） 4 （3） 0 （0） 0 （0） 114（98） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 251（124）

12月 0 （0） 22 （1） 6 （1） 5 （5） 39 （8） 0 （0） 1 （1） 0 （0） 3 （1） 61（49） 0 （0） 2 （1） 0 （0） 0 （0） 139 （67）

１月 2 （0） 27 （0） 1 （0） 4 （0） 45 （7） 1 （1） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 55（51） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 135 （59）

２月 1 （0） 31 （0） 6 （1） 5 （0） 32 （1） 0 （0） 1 （0） 0 （0） 1 （0） 15 （10） 2 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 94 （12）

３月 0 （0） 30 （0） 5 （0） 1 （0） 43 （0） 0 （0） 1 （0） 0 （0） 0 （0） 2 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 2 （0） 84 （0）

計 13 （1） 354（26） 47（10） 66（30） 462（60） 8 （6） 16（12） 0 （0） 9 （2） 606（525） 9 （0） 5 （1） 0 （0） 5 （2） 1,600 （675）

割合（％） 0.8 0.1 22.1 3.9 2.9 1.5 4.1 4.4 28.9 8.9 0.5 0.9 1.0 1.8 0 0 0.6 0.3 37.9 77.8 0.6 0 0.3 0.1 0 0 0.3 0.3 100 42.2 

宅建業者相談件数675件（1,600件の内　42.2％）

令和３年度　本部相談受付件数 （　　）内は会員からの問合せ件数　　相談所運営委員会　　　令和４年３月31日現在
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  宅地建物取引業人権推進員「養成講座」のご案内

　業界団体で構成する「不動産に関する人権問題連絡会」と大阪府では、宅地建物取引におけるあらゆる
人権問題を解消していくため、「人権推進員」を養成しています。
　この講座では、宅地建物取引業に従事するすべての従業者を対象に、宅地建物取引業を行ううえで理
解しておかなければならない人権問題や法令等について、分かりやすく解説しますのでぜひご参加くだ
さい。

◎「大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針」 ◎大阪府の「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」
◎「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」 ◎「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等

※その他、詳しくは、大阪府の「宅地建物取引業とじんけん」のWebサイトをご覧下さい。
　＜ https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/index.html ＞

宅建業者の皆様へ

●　当日は新型コロナウイルス感染症対策として、「マスク着用の徹底」、「消毒用アルコールの設置」、「会場の
換気」、「座席間の距離の確保」等を行います。

●　体調不良（だるい、発熱、咳が出る等）の場合は、参加を自粛いただきますようお願いいたします。
●　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催の中止や延期等になった場合、または会場が対応困難

な事態になった場合は、お申込みいただいた方へご連絡させていただきます。
●　身体に障がいなどがあり、手話・要約筆記・車いす補助等をご希望の方は、開催２週間前までにお問い合わ

せください。

開催日：①6月1日(水)、②8月3日(水)、③9月1日(木)、④10月5日(水)、⑤12月1日(木)、
　　　　⑥令和5年2月1日(水)　※各回とも同じ講義内容です（③⑤は木曜日です！）

時　間：午後1時30分から午後5時まで（受付：午後1時～）
※上記時間すべて受講いただいた方には「人権推進員証」を交付します。

会　場：全日大阪会館（大阪市中央区谷町1-3-26）
Osaka Metro谷町線 『天満橋駅』 ３番出口より 徒歩３分

受講料：無　料

令和４年度

お申込み方法　
右記申込フォーム（QRコード）
またはTELにてお申し込みください。

■ （一社）大阪府宅地建物取引業協会
　 法務部：TEL ０６－６９４１－８１９７

講座内容に関するお問い合わせ先
■ 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課
　 宅建業指導グループ：TEL ０６－６２１０－９７３４
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（公社）近畿地区不動産公正取引協議会からのお知らせ

　かねてより、不動産公正取引協議会連合会において、改正作業を行っていた不動産の表示に関する公
正競争規約は令和４年２月21日に公正取引委員会と消費者庁の認定を受け、また同施行規則についても
同年２月18日に承認を受け、いずれも同年９月１日に施行されることとなりました。
　主な改正点をご確認のうえ、適正な広告表示を行っていただきますようお願い申し上げます。
※新旧対照表は不動産公正取引協議会連合会のホームページに掲載しています。
　https://www.rftc.jp/koseikyosokiyaku/

〔不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の主な改正点〕
（参照している規約及び規則の条項は、改正後の条項です）

◆ 施行日：規約、規則ともに令和４年９月１日

１　物件から、駅や商業施設等までの所要時間や道路距離を記載する場合において、
　(1)　マンションやアパートについては、「建物の出入り口を起点」とすることを明文化します（規則第９

条第７号）。
　(2)　販売戸数（区画数）が２以上の分譲物件においては、最も近い区画までの表示のみで可としていま

したが、最も遠い住戸（区画）までの所要時間等を併記することを追加します（規則第９条第８号）。

２　電車等の所要時間について、
　(1)　「平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」と規定していますが、

これを「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記でき
る」に変更します（規則第９条第４号のウ）。

　(2)　「乗換えを要するときは、その旨を明示すること」と規定していますが、これを「乗換えを要すると
きは、その旨を明示し、所要時間に乗換えに概ね要する時間を含めること。」に変更します（規則第
９条第４号のエ）。

　　　※この時間を算出する際には、インターネットの乗換案内サイトをご利用いただいて構いません。

３　必要な表示事項を定めた別表（１から10）について、
　(1)　別表１から別表10の交通の利便について、利用できる公共交通機関がない場合には、記載しない

ことができる旨を追加します（従来は、最寄駅等からの道路距離を表示）。
　(2)　別表４から別表７のインターネット広告に「引渡し可能年月」を追加します。
　(3)　別表８及び別表９のインターネット広告に「入居可能時期」を追加します。
　(4)　別表１、別表４及び別表６のインターネット広告に「取引条件の有効期限」を追加します。
　(5)　別表３、別表５及び別表７から別表10のインターネット広告に「所属団体名及び公正取引協議会

加盟事業者である旨」を追加します。

【重要】不動産の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の改正について
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　(6)　別表６に「管理員の勤務形態」を追加します。
　(7)　別表７の「管理方式（管理人の勤務形態。自主管理の場合はその旨）」を「管理形態及び管理員の勤務

形態」に変更します。

４　物件種別に「一棟リノベーションマンション」を新設（規則第３条第11号）するとともに、予告広告や
シリーズ広告が実施できる物件に「一棟リノベーションマンション」を追加（規約第４条第６項第３号・
第５号）します。

　　また、必要な表示事項を定めた一覧表（規則第４条）のうち、別表６に「一棟リノベーションマンショ
ン」を追加し、一棟リノベーションマンションを広告する際の必要な表示事項を追加します。

５　物件種別に「一棟売りマンション・アパート」を新設（規則第３条第17号）します。
　　また、必要な表示事項を定めた一覧表（規則第４条）のうち、別表５に「一棟売りマンション・アパー

ト」を追加し、一棟売りマンション・アパートを広告する際の必要な表示事項を追加します。

６　予告広告を実施した後に行う必要がある「本広告」は、予告広告と同一媒体・同一エリア等で行うほ
か、インターネット広告のみでも実施できることを追加します（規約第９条第２項）。

７　物件名称の使用基準において、
　(1)　物件から直線距離で300ｍ以内の「公園、庭園、旧跡等の名称」を使用できることとしていますが、

これらに「海（海岸）、湖沼、河川の岸又は堤防から300ｍ以内に所在している場合は、これらの名称」
を追加します（規約第19条第１項第３号）。

　(2)　街道の名称については、物件が面していないと使用できないこととしていますが、直線距離で50
ｍ以内であれば使用できることに変更します（規約第19条第１項第４号）。

８　新築住宅等の外観写真について、建物が未完成等の場合には、取引する建物と「規模、形質及び外観
が同一の他の建物」に限り掲載できるとしていましたが、これを「取引する建物を施工する者が過去に
施工した建物であり、構造、階数、仕様が同一であって、規模、形状、色等が類似する他の建物」に変
更します（規則第９条第22号）。

９　学校等の公共施設やスーパー等の商業施設を表示する場合、物件からの道路距離を記載することと
していますが、これに徒歩所要時間での表示も可能とすることを追加します（規則第９条第29号・第
31号）。

10　住宅ローンの表示について、提携ローンと紹介ローンの別の記載を義務づけていますが、この規定
を削除します（規則第９条第44号）。

11　旧価格（過去の販売価格）を比較対象とする二重価格表示は、３か月以上前に公表された価格で３か
月以上販売していなければできないとしていましたが、３か月以上前に公表された価格を「直前の価格」
に変更し、販売していた期間を「２か月以上」に短縮します（規則第12条第２号）
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   不動産取引Q＆A　～ たくっちの実務ノート ～

倒産寸前の会社が不動産を処分する場合の是非に関する判断基準を知りたい。
もし不動産の処分の過程で会社が解散したら、残金決済はどうなるか。

Question

事　実　関　係
　当社は媒介業者であるが、このたびある同業者から、「会社の経営が思わしくないために、社有の不動
産を処分したいという会社がある。ついては協力して欲しい」と言われた。詳しく話を聞くと、その会社
はすでに１回不渡りを出しており、倒産寸前にあるらしく、早く会社財産を処分してしまわないと、債
権者から何をされるかわからないからだというのである。
　しかし、そのような状況にある会社の財産を当社が処分した場合に、逆に当社が債権者からクレーム
を付けられるのではないかという心配もある。

倒産寸前の会社の不動産の処分と問題点

Answer

質問１. について ― まずその会社が処分しようとしている不動産の登記記録を取り寄せ、その不
動産に登記されている担保権の実行や、その他の債権者からの仮差押え等の法的手続が進められる
可能性の有無や状況を会社の経営者から直接確認する。そのうえで、その可能性が全くないといえ
ないとしても、少なくともその不動産の売却代金とその他の金融資産等で担保権その他の負担の消
除ができるという確約が得られた場合には、協力しても問題ないと考えてよいであろう。
　なお、このような場合の債権者からの詐害行為取消権行使の可能性については、仮にその会社の
財産状態が極度に悪化して、弁済能力を失っている状況にあったとしても、その処分する不動産を
特別に安く売るなどの行為をしない限り、原則としてその可能性はないと考えてよいであろう（民

１．このような場合の判断として、その会社がどのような状況にあれば、
当社がその会社の財産処分に協力しても問題ないと考えてよいか。

２．この会社は、それらの不動産の処分が終了するまでは会社を解散
しないと言っているが、もし契約の途中で会社が解散されたら、残
金決済はできるのか。
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民法第424条（詐害行為取消請求）
①債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした
行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、
その行為によって利益を受けた者（以下この款において

「受益者」という。）がその行為の時において債権者を害す
ることを知らなかったときは、この限りでない。
②前項の規定は、財産権を目的としない行為については、
適用しない。
③債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原
因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定
による請求（以下「詐害行為取消請求」という。）をすること
ができる。
④債権者は、その債権が強制執行により実現することの
できないものであるときは、詐害行為取消請求をするこ
とができない。
破産法第161条（相当の対価を得てした財産の処分行為の
否認）
破産者が、その有する財産を処分する行為をした場合に
おいて、その行為の相手方から相当の対価を取得してい
るときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該
当する場合に限り、破産手続開始後、破産財団のために
否認することができる。
一　当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処
分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、
無償の供与その他の破産債権者を害する処分（以下この条
並びに第168条第２項及び第３項において「隠匿等の処分」

という。）をするおそれを現に生じさせるものであること。
二　破産者が、当該行為の当時、対価として取得した金
銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有
していたこと。
三　相手方が、当該行為の当時、破産者が前号の隠匿等
の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
２　前項の規定の適用については、当該行為の相手方が
次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、
当該行為の当時、破産者が同項第２号の隠匿等の処分を
する意思を有していたことを知っていたものと推定する。
一　破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、
監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者
二　破産者が法人である場合にその破産者について次の
イからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
イ　破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を
有する者
ロ　破産者である株式会社の総株主の議決権の過半数を
子株式会社又は親法人及び子株式会社が有する場合にお
ける当該親法人
ハ　株式会社以外の法人が破産者である場合におけるイ
又はロに掲げる者に準ずる者
三　破産者の親族又は同居者
会社法第475条（清算の開始原因）
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるとこ
ろにより、清算をしなければならない。
一　解散した場合（第471条第４号に掲げる事由によって

法第424条。後記【参照判例】参照）。ただ、そうはいうものの、その会社の状況いかんによっては、
破産法上の否認権行使（破産法第161条）の可能性も考えられるので、その会社が本当に倒産寸前と
いうことであれば、事前に弁護士などの法律の専門家に相談したうえで対応する必要があろう。

質問２. について ― 残金決済はできる。なぜならば、会社は解散しても、合併の場合を除いては、
その清算が結了するまでは清算会社として存続し、その清算会社の権利能力についてもその清算の
目的の範囲内で有することとなり（会社法第476条）、したがってその清算事務の１つである本件の
残金決済事務（現務の結了行為）も行うことができるからである（会社法第481条第１号）。

参 照 条 文
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2202-B-0300　掲載日：2022年２月　公益財団法人不動産流通推進センター「不動産相談」より引用  ※参照条文は当時のものです。

監 修 者 の コ メ ン ト

最判昭和35年４月26日民集14巻６号1046頁、判時233号２頁、判夕105号46頁（要旨）
詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をなしたことを要するが、必ずしも害するこ
とを意図しもしくは欲してこれをしたことを要しない。

解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場
合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。）
二・三　（略）
会社法第476条（清算株式会社の能力）
前条の規定により清算をする株式会社（以下「清算株式会
社」という。）は、清算の目的の範囲内において、清算が結

了するまではなお存続するものとみなす。
会社法第481条（清算人の職務）
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一　現務の結了
二　債権の取立て及び債務の弁済
三　残余財産の分配

　　　　参 照 判 例

倒産寸前ということは、早晩その会社に破産手続が開始される可能性がある。破産法は平成16年に全
面改正されたが、旧破産法の下では判例上、不動産を適正価額で売却することは、費消、隠匿しやす
い金銭に換えることになり、債権者に対する共同担保を実質的に減少させるという理由で、破産管財
人による「否認権」の対象となるとされていた。しかし、適正価額による売却も、後日否認されると取
引の安全を害するばかりでなく、危機に直面した会社が不動産を売却して資金繰りに充てることもで
きなくなってしまう。そこで改正破産法は厳格な要件の下に適正価額による売却を認めることとし、
一定の要件に該当する場合のみ否認権の対象となることとなった（同法第161条）。しかし、たとえ廉
価な売却でなくても、破産法第161条に該当する場合は、否認権の行使により、その売却をさかのぼ
って無かったことにできるので、その仲介は慎重にしなければならない。関与の仕方によっては、債
権者から責任を追及されるおそれもないではない。
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加盟キャンペーン実施中

今なら
おトクな

〒540-0036  大阪市中央区船越町2-2-1 大阪府宅建会館6F

ご加盟・サービス内容に関するお問合せ先

ブランド統一で

認知度UP
TAKTAS.グループとして
看板や営業用品など
統一性を高めることで

お客様からの信頼につなげます。

TAKTAS.Webで

情報交換
自社物件をサイト上で管理
加盟店間で物件情報など
様々な情報を交換・相談でき
自社の業務に役立ちます。

2022年
5月31日まで

大 阪 宅 建
会員の皆さま

仲間と、お得で、楽ちんに！
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○購入希望の方は、下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX してください。（（当当セセンンタターーウウェェブブササイイトトののＷＷｅｅｂｂ申申込込みみペペーー

ジジ（（hhttttppss::////wwwwww..oottcc..oorr..jjpp//ppaaggeess//bbooookk//iinnddeexx..hhttmmll））かかららもも、、おお申申込込みみいいたただだけけまますす。。））  

講講  演演  録録  購購  入入  申申  込込  書書      ◇申申込込日日：：    年年    月月    日日  

 ((一一財財))大大阪阪府府宅宅地地建建物物取取引引士士セセンンタターー  行行          FFAAXX：：0066‐‐66994444‐‐00226677（（TTEELL：：0066‐‐66994400‐‐00664411））   

 

注 

文 

部 

数 

ここを押さえたい宅建業務シリーズ 
－紛争類型と事案分析（１）媒介報酬－ 

R04 年 04 月発刊 冊  

 宅建業者が注意すべき消費税のポイント 
－仕入税額控除とインボイス制度を中心に－ 

R03 年 12 月発刊 冊  

 民法（物権法等）・不動産登記法改正の動向 
（所有者不明土地の利活用の円滑化等について 宅建業者の立場から） 

R03 年 05 月発刊 冊  

 民法改正リレー講義 第３回：債権法改正総まとめ 
－不動産取引での重要ポイントを中心に－ 

R02 年 11 月発刊 冊  

 民法相続編改正 
－配偶者居住権の創設と相続税評価を中心に－ 

R02 年 02 月発刊 冊  

 不動産取引に関する最新の裁判例 第２弾 R01 年 09 月発刊 冊  
 不動産取引の流れにおける実例と留意点－第６回：決済－ R01 年 07 月発刊 冊  
 合計部数 冊 合計金額 

(1 冊 500 円) 
円  

 お 名 前   

 ご 住 所 〒  

 日中連絡先  Ｆ Ａ Ｘ   

 

・購入希望の方は上記必要事項をご記入のうえ当センター宛に FAX 送信してください。 

・お申込みの際にご連絡いただいた個人情報は、出版物の販売以外の目的で使用することはありません。 

・書籍と振込用紙を同封しますので、到着後、１０日以内にお振込みください。（手数料はご負担ください。） 

※送料は当センターで負担いたします。 

 

 

「 講 演 録 」 出 版 の ご 案 内 

定定価価各各 550000 円円((税税込込))  

各各 AA44 ササイイズズ 

新刊 



18

5 月号
2022



PCからは
検索大阪宅建協会

令和4年5月15日発行（毎月15日発行） 通巻637号 平成元年8月23日 第3種郵便物認可
編集・発行人／高村永振　発行責任者／塔本吉成
発行所／（一社）大阪府宅地建物取引業協会　（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-2-1　TEL：06-6943-0621（代表）
編集協力／アットホーム株式会社
定価50円
※当誌の内容、テキスト、画像、イラスト等の無断転載・無断使用を禁止します。

令和4年5月15日発行（毎月15日発行） 通巻637号
平成元年8月23日第3種郵便物認可

（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
（一社）大阪府宅地建物取引業協会

人・すまい・地域をつなぐ懸け橋

協会ＨＰに簡単アクセス

5
may
vol.637

2022

vol.63752022

不動産業界で、デジタルとアナログの
融合を目指す不動産会社。
不動産業界で、デジタルとアナログの
融合を目指す不動産会社。

☕令和４年度　第１回不動産業務研修会のご案内
☕不動産の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の改正
☕不動産取引Q＆A～たくっちの実務ノート～

新大阪支部
中尾俊介支部長

北支部
難波啓祐支部長

中央支部
太刀掛聖治支部長

西支部
太田佳男支部長

なにわ南支部
高原健支部長

なにわ京阪支部
樋口茂俊支部長

なにわ東支部
石井茂支部長

なにわ阪南支部
衣斐雅一支部長

北摂支部
濵西孝士支部長

北大阪支部
松下豊光支部長

京阪河内支部
新田昭一支部長

東大阪八尾支部
植栗正人支部長

南大阪支部
東門幸一支部長

堺市支部
山田高秋支部長

令和４年 支部総会を開催しました
　令和４年４月18日（月）～26日（火）において、各地で支部総会が開催されました。
　本年も開催時間の短縮、規模を縮小しながら、支部及び会員の皆さまの多大なるご協力のもと、新型
コロナウイルス感染症対策（アクリル板等の設置による飛沫防止、ソーシャルディスタンスの確保）を徹
底してご対応いただきました。

泉州支部
長谷川好伸支部長

支部長一覧（お顔の判別がつくよう、マスクなしのお写真を掲載いたします。）

特集特集




